
制
度
の
課
題

課
題
②

課
題
①

「
試
験
合
格
地
」
又
は
「
養
成
施
設
卒
業

時
の
住
民
登
録
地
」の
属
す
る
都
道
府

県
へ
の
登
録
と
な
っ
て
い
る
。

離
職
時
、
児
童
福
祉
施
設
で
従
事
し
な
く

な
っ
た
場
合
、
登
録
後
す
ぐ
に
就
職
し
な

い
場
合
、
居
住
地
及
び
連
絡
先
の
変
更

が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
の
規
定
が
な
い
。

2

「
他
県
へ
進
学
し
、
本
県
へ
保
育
士
と
し
て

就
職
し
た
方
」
の
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

「
就
業
状
況
」「
居
住
地
及
び
連
絡
先
」
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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岐
阜
県
に
お
け
る
保
育
士
の
現
状
把
握

保
育
士
養
成
施
設
の
卒
業
と
同
時
に
保
育
士
と
な
る
学
生
は

約
半
数
し
か
い
な
い
な
か
で
、
そ
の
後
、
結
婚
等
に
よ
り
居
住

地
が
変
わ
っ
た
場
合
、
所
在
不
明
と
な
っ
て
し
ま
う
。

県
内
保
育
士
養
成
施
設
の
卒
業
生
の
保
育
所
等
へ
の
就
職
割
合

H
2

6
H

2
7

H
2

8
H

2
9

H
3

0

4
9

.1
%

5
0

.1
%

5
3

.3
%

5
5

.1
%

4
8

.7
% 3

〔目
的
〕

潜
在
保
育
士
等
の
現
況
を
把
握
す
る
た
め
、
H
3
0
、
R
1
年
度
に
、
本
県
に
保
育
士
登
録
の
あ
る
2
8
,5
6
4
人

の
う
ち
2
4
,6
0
3
人
（2
0
～
6
4
歳
）に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。

〔調
査
方
法
〕

郵
送
に
よ
り
ア
ン
ケ
ー
ト
票
を
配
布
し
、
郵
送
又
は
w
eb
に
よ
り
回
答
を
回
収

〔結
果
〕

調
査
対
象
2
4
,6
0
3
人
の
う
ち
、
4
,0
1
6
人
（
1
6
.3
%
）
の
保
育
士
に
つ
い
て
は
結
婚
等
に
よ
る
居
住
地
の
変
更

に
伴
っ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
票
が
返
送
さ
れ
、
所
在
不
明
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

保
育
士
登
録
者

2
8
,5
6
4
人

所
在
不
明

4
,0
1
6
人

保
育
士
現
況
等
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
事
業
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提
案
事
項

①
介
護
福
祉
士
や
看
護
師
と
同
様
に
、
離
職
時
等
の
届
出
を
努
力
義
務
化
す
る
こ
と
。

②
都
道
府
県
ご
と
に
行
っ
て
い
る
保
育
士
登
録
に
つ
い
て
、
介
護
福
祉
士
と
同
様
に
、
指
定

登
録
機
関
に
一
元
化
す
る
こ
と
。

（１
）届
け
出
る
タ
イ
ミ
ン
グ

◆
保
育
所
等
を
離
職
し
た
場
合

◆
保
育
士
の
業
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
場
合

◆
登
録
後
、
直
ち
に
就
業
し
な
い
場
合

◆
法
改
正
時
、
現
に
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
場
合
（登
録
済
み
の
方
）

◆
既
に
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

（
２
）
届
け
出
る
事
項

◆
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

◆
電
話
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
連
絡
先

◆
保
育
士
の
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

◆
就
業
に
関
す
る
状
況

◆
復
職
意
向
や
希
望
条
件
な
ど

改 正 内 容 ① 改 正 内 容 ②

児
童
福
祉
法
第
1
8
条
の
1
8
の
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
こ
と
。

【改
正
前
】各
都
道
府
県
に
お
い
て
保
育
士
登
録
を
実
施

【改
正
後
】国
が
指
定
す
る
登
録
機
関
に
お
い
て
保
育
士
登
録
を
実
施

※
介
護
福
祉
士
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
4
3
条
の
規
定
に
基
づ

い
て
指
定
さ
れ
た
（公
財
）
社
会
福
祉
振
興
・試
験
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
て
い
る
。

児
童
福
祉
法
に
、
離
職
時
、
児
童
福
祉
施
設
で
従
事
し
な
く
な
っ
た
場
合
、
登
録
後
す
ぐ
に
就
職
し
な

い
場
合
、
居
住
地
及
び
連
絡
先
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
届
出
の
規
定
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
。

4
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改
正
前
（居
場
所
不
明
）

改
正
後
（登
録
に
よ
り
居
場
所
把
握
）

改
正
に
よ
る
効
果

①
保
育
士
の
現
況
を
把
握
し
や
す
く
な
る
こ
と
で
、
保
育
士
に
な
り
た
い
方
を
効
率
的
に
把
握
で
き
、
必
要
な

情
報
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
求
人
・求
職
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
が
効
果
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◆
保
育
士
不
足
の
解
消

◆
保
育
士
の
負
担
軽
減
に
よ
る
離
職
防
止

◆
保
育
の
質
の
向
上

◆
他
業
種
へ
の
人
材
流
出
の
防
止

保
育
環
境
の
充
実
に
よ
り
、

子
ど
も
を
持
ち
た
い
と
考
え

る
世
帯
の
増
加
が
期
待

5
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改
正
に
伴
い
効
果
促
進
が
期
待
で
き
る
県
の
取
組
み
(
1
)

潜
在
保
育
士
や
保
育
に
関
心
の
あ
る

求
職
者
並
び
に
進
路
選
択
を
控
え
る

中
高
生
を
対
象
に
、
県
内
の
指
定
保

育
士
養
成
施
設
や
保
育
所
等
が
一
堂

に
会
す
る
「保
育
士
に
な
る
た
め
の
進

学
・就
職
総
合
フ
ェ
ア
」を
開
催
。

求
人
・求
職
支
援
体
制
の
整
備

進
学
・就
職
総
合
フ
ェ
ア
の
開
催

平
成
3
0
年
4
月
か
ら
県
直
営
化
に
よ
り
「岐
阜
県
保
育

士
・保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
（以
下
、
「セ
ン
タ
ー
」と
い

う
。
）」
を
開
所
し
、
潜
在
保
育
士
や
保
育
士
養
成
施

設
の
学
生
と
保
育
所
等
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
実
施
。

セ
ン
タ
ー

保
育
士
・
保
育
所
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

に
よ
る
丁
寧
な
マ
ッ
チ
ン
グ
を
実
施

令
和
元
年
6
月
2
9
日
（
土
）
「
保
育
士
に
な
る
た
め
の
進
学
・
就
職
総
合
フ
ェ
ア
」

参
加
者
数
：
3
9
2
人

出
展
者
数
：
9
5
施
設

6

マ
ッ
チ
ン
グ
件
数

2
2
2
件
（H

3
0
～

R
1
年
度
）
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改
正
に
伴
い
効
果
促
進
が
期
待
で
き
る
県
の
取
組
み
(
2
)

潜
在
保
育
士
や
保
育
に
関
心
の
あ
る
求
職
者
等
を
対
象
に
、
保
育
所
等
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
様
子
や
実

際
の
保
育
の
業
務
を
見
学
す
る
と
と
も
に
、
現
役
保
育
士
と
の
交
流
を
通
じ
て
保
育
の
し
ご
と
へ
の
理
解
と

関
心
を
深
め
る
た
め
の
見
学
会
を
、
県
内
各
地
で
年
１
５
回
程
度
開
催
。

施
設
の
概
要
・
特
色
等
の
説
明

施
設
内
見
学

現
役
保
育
士
と
の
交
流

「
保
育
の
し
ご
と
」見
学
会

【効
果
】H

3
0
年
度

参
加
者
7
1
人
（う
ち
3
2
人
就
職
）

R
元
年
度

参
加
者
7
0
人
（う
ち
2
0
人
就
職
）

7
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改
正
に
伴
い
効
果
促
進
が
期
待
で
き
る
県
の
取
組
み
(
3
)

〔出
張
相
談
会
〕

県
内
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
求
人
・求
職
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
を
行
う
出
張
相
談
会
を
開

催
し
、
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
の
呼
び
か
け
を
実
施
。

そ
の
他
の
取
組
み

セ
ン
タ
ー
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
構
築

セ
ン
タ
ー
の
求
人
・求
職
支
援
の
機
能

強
化
を
図
る
た
め
、
専
用
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
を
構
築
し
、
登
録
者
へ
最
新
の
求

人
情
報
や
各
種
支
援
制
度
等
を
発
信
。

8

37



病
児
保
育
事
業
に
お
け
る

職
員
配
置
要
件
の
緩
和
に
つ
い
て

令
和
２
年
７
月
1
0
日
富
山
市

38

重点番号１：病児保育事業における職員配置要件の緩和（富山市）




